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子会社等の異動を伴う「株式譲渡に関する基本合意書」締結に関するお知らせ 

 

当社は、2026 年５月 14 日開催の取締役会において、子会社である株式会社スーパーワンの株式に関する「株式

譲渡に関する基本合意書」締結につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、現時点で未定の事項については、開示が可能となり次第、「開示事項の経過」として、追加で開示します。 

 

 

記 

 

１． 株式譲渡検討開始の理由 

当社は、2024年 10月１日付の株式会社フュートレック（以下、「旧フュートレック社」という）の吸収合併に伴

い、旧フュートレック社の子会社であった株式会社スーパーワン（以下、「スーパーワン」という）を引継ぎ、子会

社化しました。合併後、「音声合成」と「音声認識」をベースとした「音声事業」と「ＣＲＭ事業」を２軸として事

業展開を進めてきております。スーパーワンにおいては、デジタル教科書を中心に、受託開発の会社であり、音声

事業のライセンスビジネスとＣＲＭ事業のクラウドサービスとは異なる事業構造であります。当社グループの今後

の事業展開、中期計画等の検討を進める中で、限られた経営資源を注力事業である「音声事業」と「ＣＲＭ事業」

に集中し、中長期的な企業価値の向上を目指すべきであるとの議論のもと、スーパーワンの株式の外部への売却も

視野に今後の方向性について協議を重ねてまいりました。その様な状況の中、スーパーワンの代表取締役である長

谷川氏からＭＢＯ（マネジメント・バイアウト）による株式の買取りの申し出がありました。長谷川氏は、スー

パーワンの創業当初から代表取締役としてリーダーシップを発揮していることから、今後も長谷川氏のデジタル教

科書分野での知見を最大限活かし、より自由かつ機動的な経営判断のもと成長を加速させることがスーパーワンに

とって、最善であると判断し、「株式譲渡に関する基本合意書」を締結し、ＭＢＯを前提に具体的な検討を開始する

こととしました。 

 

２． 異動の方法 

異動の方法は未定です。開示が可能となり次第、「開示事項の経過」として追加で開示します。 

 

３． 異動する子会社の概要 

（１）名 称 株式会社スーパーワン 

（２）所 在 地 東京都新宿区西新宿８丁目１番２号 PMO西新宿 604 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 長谷川 和寛 

（４）事 業 内 容 システム・ソフトウエア開発 

（５）資 本 金 25,000千円 

（６）設 立 年 月 日 2009年２月 12日 

（７）大株主及び持株比率 株式会社エーアイ 92.5％ 



 

 

 
 

（８）上場会社と当該会社との

間の関係 

資本関係 当社は、当該会社の発行済み株式の 92.5％を所有しています。 

人的関係 当該会社の取締役２名、及び監査役１名を当社取締役及び職員が

兼務しています。 

取引関係 該当事項はありません。 

（９）当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 2024年３月期 2025年３月期 2026年３月期 

純 資 産 50,092千円 45,342千円 67,084千円 

総 資 産 132,092千円 65,873千円 84,243千円 

１ 株 当 た り 純 資 産 62,615.29円 56,677.60円 83,855.50円 

売 上 高 130,704千円 93,105千円 88,385千円 

営 業 利 益 27,639千円 △4,377千円 24,887千円 

経 常 利 益 27,428千円 △4,565千円 24,860千円 

当 期 純 利 益 20,609千円 △4,750千円 21,742千円 

１株当たり当期純利益 25,762.38円 △5,937.68円 27,177.89円 

１ 株 当 た り 配 当 金 － － － 

(注)2026年３月期より収益の計上基準を変更し、ソフトウェアの開発において作業が完了した部分について、対価

を収受する強制力のある権利を有している案件については、作業の進捗度に応じて一定期間にわたって収益を認識

しております。 

 

４．譲渡先の相手先の概要 

 長谷川氏が設立する特別目的会社への譲渡を予定しております。 

 

５． 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

（１）異動前の所有株式数 740株（議決権所有割合：92.5％） 

（２）譲渡株式数 740株 

（３）譲渡価格 104.6百万円 

（４）異動後の所有株式数 -株（議決権所有割合：-％） 

 

６．日程 

（１）株式譲渡契約締結予定日 2026年 6月中旬 

（２）株式譲渡実行予定日 2026年 9月下旬 

 

７．今後の見通し 

 本株式譲渡による当社の連結業績及び個別業績に与える影響は現時点で未確定であるため、確定次第お知らせし

ます。なお、予定通りに株式譲渡が完了した場合、64百万円の特別利益（関係会社株式売却益）が計上される見込

みです。また、第３四半期以降は連結範囲から除外となる見込みであります。 

 

以 上 


